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告 示
栃木県告示第402号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年９月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

あかり薬局 小山市出井1935-11 株式会社ルピナス
代表取締役　金子　達

平成29年
８月１日

精神通院医療

ポニー薬局黒磯店 那須塩原市上厚崎323-13 有限会社クリーンワークス
代表取締役　岩永　喜博

平成29年
８月１日

精神通院医療

WADEWADE 訪問
看護ステーション鹿
沼

鹿沼市府中町362-15　ラ・
カーサ・フェリーチェ 102

yoboiryo株式会社
代表取締役　川上　智之

平成29年
８月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第403号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
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　　平成29年９月５日
栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

１　病院又は診療所

名 称 所 在 地 開設者名 指 定
年 月 日

自立支援医療
の 種 類

担 当 す る
医 療 の 種 類

石橋総合病院 下野市下古山
１丁目15番４

医療法人社団
有志会

平成29年８月１日 育成医療及び更
生医療

腎臓に関する医療

２　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定年月日 自 立 支 援 医 療
の 種 類

あきやま薬局 佐野市堀米町3966-１ 株式会社フォルマン 平成29年８月１日 育成医療及び更生
医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第404号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成29年９月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更
年 月 日

自立支援医療
の 種 類

ファーコス薬局アイ
シー（アイ・シー薬
局）

足利市大前町1277-３ 株式会社ファーコス
代表取締役　島田　光明

平成29年
７月１日

精神通院医療

ファーコス薬局おり
ひめ（おりひめ薬
局）

足利市五十部町284-13 株式会社ファーコス
代表取締役　島田　光明

平成29年
７月１日

精神通院医療

ファーコス薬局かも
め（かもめ薬局）

佐野市植下町2470-１ 株式会社ファーコス
代表取締役　島田　光明

平成29年
７月１日

精神通院医療

ファーコス薬局ひま
わり（ひまわり薬
局）

佐野市相生町27-１ 株式会社ファーコス
代表取締役　島田　光明

平成29年
７月１日

精神通院医療

ファーコス薬局こば
と（こばと薬局）

足利市八幡町１-７-２ 株式会社ファーコス
代表取締役　島田　光明

平成29年
７月１日

精神通院医療

ファーコス薬局さと
やば（さとやば調剤
薬局）

足利市里矢場町1988-６ 株式会社ファーコス
代表取締役　島田　光明

平成29年
７月１日

精神通院医療

ファーコス薬局のぎ
（ファーコスのぎ薬
局）

野木町丸林420-６ 株式会社ファーコス
代表取締役　島田　光明

平成29年
８月１日

精神通院医療

ファーコス薬局片柳
（あじさい調剤薬
局）

栃木市片柳町４-15-29
（栃木市片柳町４-1073-
３）

株式会社ファーコス
代表取締役　島田　光明

平成29年
８月１日

精神通院医療
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※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第405号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成29年９月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
　薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更 年 月 日 自立支援医療
の 種 類

ファーコス薬局片柳
（あじさい調剤薬
局）

栃木市片柳町４-15-
29

株式会社ファーコス 平成29年８月１日 育成医療及び
更生医療

ファーコス薬局さと
やば（さとやば調剤
薬局）

足利市里矢場町1988-
６

株式会社ファーコス 平成29年７月１日 育成医療及び
更生医療

ファーコス薬局しら
ゆり（しらゆり調剤
薬局）

足利市葉鹿町１-10-３ 株式会社ファーコス 平成29年７月１日 育成医療及び
更生医療

ファーコス薬局ひま
わり（ひまわり薬
局）

佐野市相生町27-１ 株式会社ファーコス 平成29年７月１日 育成医療及び
更生医療

ファーコス薬局かも
め（かもめ薬局）

佐野市植下町2470-１ 株式会社ファーコス 平成29年７月１日 育成医療及び
更生医療

ファーコス薬局アイ
シー（アイ・シー薬
局）

足利市大前町1277-３ 株式会社ファーコス 平成29年７月１日 育成医療及び
更生医療

ファーコス薬局こば
と（こばと薬局）

足利市八幡町１-72 株式会社ファーコス 平成29年７月１日 育成医療及び
更生医療

ファーコス薬局おり
ひめ（おりひめ薬
局）

足利市五十部町284-13 株式会社ファーコス 平成29年７月１日 育成医療及び
更生医療

ファーコス薬局のぎ
（ファーコスのぎ薬
局）

野木町丸林420-６ 株式会社ファーコス 平成29年８月１日 育成医療及び
更生医療

※表中の（　）内は変更前のもの 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第406号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成29年９月５日から同年10月４日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成29年９月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
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路　線　名　293号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前 佐野市田沼町字蓼沼内349-１地先から
佐野市田沼町字蓼沼内349-１地先まで 20.2 ～ 20.9 60.5

後 佐野市田沼町字蓼沼内349-１地先から
佐野市田沼町字蓼沼内349-１地先まで 16.6 ～ 20.2 60.5

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　作原田沼線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

201
前 佐野市田沼町字千房地265-１地先から

佐野市田沼町字千房地271-４地先まで 20.2 ～ 20.9 60.5

後 佐野市田沼町字千房地265-１地先から
佐野市田沼町字千房地271-４地先まで 16.6 ～ 20.2 60.5

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第407号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成29年９月５日から同年10月４日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成29年９月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道 123 号 芳賀郡芳賀町大字西水沼字舟戸西2179-４から
芳賀郡芳賀町大字西水沼字茶ノ木623-１まで 平成29年９月５日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○大規模小売店舗の変更の届出
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により大規模小売店舗の変更に関する届
出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告し、当該届出及
び添付書類を縦覧に供する。
　なお、同法第８条第２項の規定により、意見を有する者は、平成30年１月５日までに知事に意見書を提出す
ることができる。
　　平成29年９月５日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
サンキさくら店・カワチ薬品さくら店・スイーツタカヨシさくら店
さくら市大字櫻野字五斗蒔447番　外

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所
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株式会社三喜
千葉県柏市中央町２番８号
外２者

３　変更の概要

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日

大規模小売店舗を設置
する者の名称

株式会社三喜
代表取締役　野田　孝文
外１者

株式会社三喜
代表取締役　野田　孝文
外２者

平成29年７月６日

大規模小売店舗におい
て小売業を行う者の名
称

株式会社三喜
代表取締役　野田　孝文
外１者

株式会社三喜
代表取締役　野田　孝文
外２者

平成29年７月６日

４　届出年月日
平成29年８月24日

５　縦覧場所
栃木県産業労働観光部経営支援課

（経営支援課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第38号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定による政治団体の設立の届出があったので、
同法第７条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　平成29年９月５日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　（国会議員関係政治団体に該当しない政党以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 会計責任者
の 氏 名 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届 出

年 月 日

純信会 川俣　純子 相馬　正典 栃木県那須烏山市旭２-９-21 平成29年
８月18日

栃木県本田あきこ後
援会 君島　正 吉田　祐子 栃木県宇都宮市緑５-１-５ 平成29年

８月21日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第39号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったの
で、同法第７条の２第１項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　平成29年９月５日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
（政党の支部）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異 動
年 月 日

自由民主党栃木県軽
自動車支部 岡　孝夫

代表者の氏名 岡　孝夫 岩瀬　和夫
平成29年
４月１日会計責任者

の 氏 名 山口　保 箕輪　勝人
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自由民主党栃木県薬
剤師支部

君島　正
会計責任者
の 氏 名

吉田　祐子 高梨　晃一
平成29年
６月17日

（政党以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異 動
年 月 日

かわまた純子後援会 黒須　正一

政 治 団 体
の 名 称

かわまた純子後援
会

川俣じゅん子後援
会 平成29年

８月18日主たる事務所
の 所 在 地

栃木県那須烏山市
神長524

栃木県那須烏山市
旭２-９-21

塩谷歯科医師連盟 髙瀬　直

主たる事務所
の 所 在 地

栃木県矢板市木幡
1362-５

栃木県矢板市扇町
２-10-４

平成29年
７月１日代表者の氏名 髙瀬　直 大島　光義

会計責任者
の 氏 名 髙瀬　直 村井　憲一

栃木県軽自動車販売
泉信也後援会 岡　孝夫

代表者の氏名 岡　孝夫 岩瀬　和夫
平成29年
４月１日会計責任者

の 氏 名 山口　保 箕輪　勝人

栃木県産業廃棄物処
理業政治連盟 佐久間　清敏 主たる事務所

の 所 在 地
栃木県宇都宮市桜
４-２-２

栃木県宇都宮市菊
水町８-１

平成29年
８月８日

栃木県藤井基之薬剤
師後援会 君島　正

代表者の氏名 君島　正 小野村　昌
平成29年
６月17日会計責任者

の 氏 名 吉田　祐子 高梨　晃一

栃木県薬剤師連盟 君島　正

代表者の氏名 君島　正 小野村　昌
平成29年
６月17日会計責任者

の 氏 名 吉田　祐子 高梨　晃一

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第40号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定による政治団体の解散の届出があったので、
同条第３項の規定により、その名称等を次のとおり告示する。
　　平成29年９月５日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
（政党以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 解 散 年 月 日

栃木県軽自動車販売泉信也後援会 岡　孝夫 栃木県宇都宮市西川田本町１-
２-37 平成29年４月１日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第41号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定による資金管理団体の指定の届出があったの
で、同法第19条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　平成29年９月５日
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栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　

届出者（代表者）
の 氏 名 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指 定 年 月 日

川俣　純子 那須烏山市長 純信会 栃木県那須烏山市旭２-
９-21 平成29年８月11日

　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第42号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、自由民主党栃木県第五選挙区支部から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治団
体の収支報告書の要旨の公表（平成26年11月28日栃木県選挙管理委員会告示第56号）の一部を次のとおり訂正
する。
　　平成29年９月５日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　政治団体の平成25年に係る収支報告書の要旨において、「自由民主党栃木県第五選挙区支部」の収支報告書
の要旨のうち
「１　収入総額 58,982,611 
　　　　前年繰越額 5,200,967    を
　　　　本年収入額 53,781,644 」
 
「１　収入総額 59,956,381

前年繰越額 5,200,967 　に、
本年収入額 54,755,414 」

 
「２　支出総額 57,919,651 」 を
 
「２　支出総額 58,893,421 」 に、
 
「３　本年収入の内訳 
　　個人の党費・会費　　　　　　　　　　　（1,695人） 1,324,800 
　　寄附 40,456,000 
　　　団体分 39,456,000 
　　　政治団体分 1,000,000  を
　　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,000,000 
　　　自由民主党本部 12,000,000 
　　その他の収入 844 
　　　一件十万円未満のもの 844 」
 
「３　本年収入の内訳 
　　個人の党費・会費　　　　　　　　　　　（1,695人） 1,324,800 
　　寄附 41,429,770 
　　　団体分 39,456,000 
　　　政治団体分 1,973,770  に、 
　　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 12,000,000 
　　　自由民主党本部 12,000,000 
　　その他の収入 844 
　　　一件十万円未満のもの 844 」
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「４　支出の内訳 
　　経常経費 46,450,048 
　　　人件費 32,619,144 
　　　光熱水費 759,690 
　　　備品・消耗品費 6,929,037 
　　　事務所費 6,142,177 
　　政治活動費 11,469,603 
　　（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） 5,024,000  

を

　　　組織活動費 3,316,923 
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 1,483,230 
　　　　機関紙誌の発行事業費 1,107,750 
　　　　宣伝事業費 375,480 
　　　寄附・交付金 6,052,000 
　　　その他の経費 617,450 」
 
「４　支出の内訳 
　　経常経費 46,450,048 
　　　人件費 32,619,144 
　　　光熱水費 759,690 
　　　備品・消耗品費 6,929,037 
　　　事務所費 6,142,177 
　　政治活動費 12,443,373 
　　（うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出） 5,024,000  

に、 

　　　組織活動費 3,316,923 
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 1,483,230 
　　　　機関紙誌の発行事業費 1,107,750 
　　　　宣伝事業費 375,480 
　　　寄附・交付金 6,052,000 
　　　その他の経費 1,591,220 」
　 
「５　寄附の内訳」の項中 
「　（政治団体分） 　
　　日本医師連盟　　　　　　　　　　　1,000,000 東京都文京区 」 

を

 
「　（政治団体分） 
　　日本医師連盟　　　　　　　　　　　1,000,000 東京都文京区  に改める。
　　茂木敏充政策研究会　　　　　　　　　973,770　　　　　　　　足利市  」  
　───────────────────────────────────────────────
栃木県選挙管理委員会告示第43号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定による政治団体の収支に関する報告書につい
て、自由民主党栃木県第五選挙区支部から訂正の届出があったので、同法第20条第１項の規定に基づく政治団
体の収支報告書の要旨の公表（平成27年11月27日栃木県選挙管理委員会告示第68号）の一部を次のとおり訂正
する。
　　平成29年９月５日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
　政治団体の平成26年に係る収支報告書の要旨において、「自由民主党栃木県第五選挙区支部」の収支報告書
の要旨のうち
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「１　収入総額 75,264,725 
　　　　前年繰越額 1,062,960  を
　　　　本年収入額 74,201,765 」
 
「１　収入総額 76,364,345 
　　　　前年繰越額 1,062,960  に、
　　　　本年収入額 75,301,385 」
 
「２　支出総額 74,238,115 」 を
 
「２　支出総額 75,337,735 」 に、
 
「３　本年収入の内訳 
　　個人の党費・会費　　　　　　　　　　　（3,255人） 2,389,800 
　　寄附 52,811,000 
　　　団体分 51,611,000 
　　　政治団体分 1,200,000  を 
　　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 19,000,000 
　　　自由民主党本部 19,000,000 
　　その他の収入 965 
　　　一件十万円未満のもの 965 」
 
「３　本年収入の内訳 
　　個人の党費・会費　　　　　　　　　　　（3,255人） 2,389,800 
　　寄附 53,910,620 
　　　団体分 51,611,000 
　　　政治団体分 2,299,620  に、 
　　本部又は支部から供与された交付金に係る収入 19,000,000 
　　　自由民主党本部 19,000,000 
　　その他の収入 965 
　　　一件十万円未満のもの 965 」
 
「４　支出の内訳 
　　経常経費 47,251,035 
　　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出〕 350,000 
　　　人件費 33,814,081 
　　　光熱水費 794,415 
　　　備品・消耗品費 7,029,255 
　　　事務所費 5,613,284 
　　政治活動費 26,987,080  を
　　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出〕 7,502,000 
　　　組織活動費 4,391,626 
　　　選挙関係費 1,995,443 
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 973,338 
　　　　機関紙誌の発行事業費 973,338 
　　　寄附・交付金 19,000,000 
　　　その他の経費 626,673 」
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「４　支出の内訳 
　　経常経費 47,251,035 
　　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出〕 350,000 
　　　人件費 33,814,081 
　　　光熱水費 794,415 
　　　備品・消耗品費 7,029,255 
　　　事務所費 5,613,284 
　　政治活動費 28,086,700  に、
　　〔うち本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出〕 7,502,000 
　　　組織活動費 4,391,626 
　　　選挙関係費 1,995,443 
　　　機関紙誌の発行その他の事業費 973,338 
　　　　機関紙誌の発行事業費 973,338 
　　　寄附・交付金 19,000,000 
　　　その他の経費 1,726,293 」
 
「５　寄附の内訳」の項中 
「　〔政治団体分〕    
　　日本医師連盟　　　　　　　　　　　1,000,000 東京都文京区  を
　　ＴＫＣ全国政策研究会　　　　　　　   200,000 東京都新宿区 」
 
「　〔政治団体分〕   
　　日本医師連盟　　　　　　　　　　　1,000,000 東京都文京区  

に改める。
　　ＴＫＣ全国政策研究会　　　　　  　　 200,000 東京都新宿区 
　　茂木敏充政策研究会　　　　　　　　1,099,620 　　　　　　　足利市  」 
　───────────────────────────────────────────────


